
（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源分） 70,694 千円

（歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源分）が充てられる社会保障施策に要する経費 1,002,232 千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源分）

その他

社会福祉
障害者福祉
（自立支援事業等）

307,054 227,683 0 1,200 21,659 56,512

高齢者福祉
（後期高齢者医療費等）

78,968 0 0 0 5,570 73,398

児童福祉
（子育て支援事業）

279,835 186,771 37,600 749 19,739 34,976

母子福祉
（母子家庭等医療費助成事業等）

3,022 1,500 0 0 213 1,309

小　　計 668,879 415,954 37,600 1,949 47,180 166,196

社会保険
国民健康保険事業
（繰出金）

109,034 25,857 0 4,000 7,691 71,486

介護保険事業
（繰出金）

33,074 20,919 0 0 2,333 9,822

後期高齢者医療事業
（繰出金）

157,873 8,136 0 0 11,136 138,601

小　　計 299,981 54,912 0 4,000 21,160 219,909

保健衛生
疾病予防対策
（予防接種事業等）

14,469 146 0 0 1,021 13,302

健康増進
（がん検診事業等）

14,039 1,146 0 1,295 990 10,608

母子衛生
（小児検診事業等）

4,864 361 0 0 343 4,160

小　　計 33,372 1,653 0 1,295 2,354 28,070

1,002,232 472,519 37,600 7,244 70,694 414,175合　　計

【地方消費税率引き上げ分における使途の明確化について】

　社会保障・税一体改革により、消費税引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保
障施策に要する経費に充てるものとされています。令和７年度田子町一般会計当初予算における社会保障関連施策経費への
充当状況については、下記のとおりとなります。

区    分 事　　業　　名
令和７年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源


